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○美容師法等の施行に必要な手続に関する規則 

昭和三十三年三月十二日三重県規則第十六号 

改正 

昭和三三年一〇月一四日三重県規則第七二号 

昭和三五年四月一五日三重県規則第三五号 

昭和三五年七月三〇日三重県規則第六二号 

昭和四四年四月二五日三重県規則第三二号 

昭和五五年三月二八日三重県規則第一〇号 

昭和五八年一二月二八日三重県規則第五〇号 

昭和六一年四月一日三重県規則第二四号 

平成二年一〇月二六日三重県規則第五〇号 

平成七年七月二八日三重県規則第五五号 

平成八年一二月一三日三重県規則第六七号 

平成一〇年三月二七日三重県規則第一九号 

平成一一年三月一九日三重県規則第二八号 

平成一一年一二月三日三重県規則第一一五号 

平成一二年三月三一日三重県規則第三八号 

平成一二年六月三〇日三重県規則第七三号 

平成一三年一月五日三重県規則第五号 

平成一三年一〇月一九日三重県規則第八四号 

平成一三年一二月二五日三重県規則第九二号 

平成一五年三月一四日三重県規則第一二号 

平成一七年三月七日三重県規則第九号 

平成二一年三月一三日三重県規則第八号 

平成二四年七月九日三重県規則第四一号 

平成二八年三月一八日三重県規則第一六号 

令和二年一二月一五日三重県規則第八三号 

美容師法施行細則を次のように定める。 

美容師法等の施行に必要な手続に関する規則 

（趣旨） 
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第一条 この規則は、美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。）、美容師

法施行令（昭和三十二年政令第二百七十七号）、美容師法施行規則（平成十年厚生省令第七号。

以下「施行規則」という。）及び美容師等の衛生上必要な措置に関する条例（平成十二年三重県

条例第十号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

第二条から第五条まで 削除 

第六条 削除 

第七条から第十八条まで 削除 

（開設届） 

第十九条 施行規則第十九条の規定による美容所開設届は、第二十号様式によるものとし、次に掲

げる書類を添えて、当該施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。 

一 美容師につき、結核、皮膚疾患その他施行規則第十九条第一項第六号の規定に基づき厚生労

働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書 

二 管理美容師を置く場合にあっては、当該管理美容師が法第十二条の三第二項の規定に該当す

ることを証する書類 

三 開設者が外国人の場合にあっては、住民票の写し（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八

十一号）第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。） 

２ 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出をした者から当該営業を譲り受けた者が前

項の届出を提出するに当たっては、施行規則第十九条第一項第三号から第六号まで、第八号及び

第九号に掲げる事項（第二十条第一項の規定による変更の届出がされている場合は変更後の事項）

のうち、変更がない事項の記載を省略することができる。 

３ 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出をした者から当該営業を譲り受けた者が第

一項の届出を提出するに当たっては、施行規則第十九条第一項第六号に掲げる事項（第二十条第

一項の規定による変更の届出がされている場合は変更後の事項）に変更がない場合は第一項第一

号に掲げる診断書の添付を、施行規則第十九条第一項第三号に掲げる事項（第二十条第一項の規

定による変更の届出がされている場合は変更後の事項）に変更がない場合は第一項第二号に掲げ

る書類の添付を省略することができる。 

４ 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出をした者から当該営業を譲り受けた者で、

第二項又は前項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

を第二十号様式に添えて、提出しなければならない。 

（確認証の交付） 
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第十九条の二 保健所長は、法第十二条の規定により確認したときは、第二十一号様式による確認

証を開設者に交付しなければならない。 

（変更届又は廃止届） 

第二十条 施行規則第二十条の規定による美容所の届出事項変更届は、第二十二号様式によるもの

とし、次に掲げる書類を添えて、当該施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならな

い。 

一 美容所の構造及び設備を変更した場合にあっては、変更前及び変更後の平面図 

二 管理美容師の設置又は変更をする場合にあっては、新たに管理美容師になる者が法第十二条

の三第二項の規定に該当することを証する書類 

三 施行規則第十九条第一項第六号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るもので

あるときは、その者につき、結核、皮膚疾患その他施行規則第十九条第一項第六号の規定に基

づき厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書 

２ 法第十一条第二項の規定による廃止届は、第二十三号様式によるものとし、確認証（第二十一

号様式）を添えて、当該施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。 

（相続の場合の承継の届出） 

第二十条の二 施行規則第二十一条の規定による承継届出書は、第二十三号様式の二によるものと

し、次に掲げる書類を添えて、当該施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。 

一 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第二百四十七条第五項の規定

により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 

二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継す

べき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 

（合併の場合の承継の届出） 

第二十条の三 施行規則第二十二条の規定による承継届出書は、第二十三号様式の三によるものと

し、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添えて、当該施設の

所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。 

（分割の場合の承継の届出） 

第二十条の四 施行規則第二十二条の二の規定による承継届出書は、第二十三号様式の四によるも

のとし、分割により美容所の開設者の地位を承継した法人の登記事項証明書を添えて、当該施設

の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。 

（出張業務の承認） 
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第二十一条 条例第二条第二号の承認を受け、美容所以外の場所で業務を行おうとする者は、出張

業務承認申請書（第二十四号様式）を出張業務地を管轄する保健所長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 保健所長は、前項の規定により承認したときは、出張業務承認書（第二十五号様式）を交付す

るものとする。 

（作業場の床面積） 

第二十二条 条例第四条第四号に規定する作業及び衛生保持に支障のない程度の十分な広さとは、

作業場の床面積が、九平方メートル以上とし、作業場に設置するセット椅子が四脚以上となる場

合は、三脚を超える一脚につき一・五平方メートルを加算して得た面積以上とする。 

（移動美容所について講ずるべき措置） 

第二十三条 自動車に設備等を設けて美容の業を行う美容所においては、条例第四条各号に定める

もののほか、次の各号に定める措置を講じなければならない。 

一 作業場の床は、支柱その他の設備により作業中は水平に固定すること。 

二 衛生保持に支障のない量の飲用に適する水を供給できる貯水タンクを設置すること。 

三 貯水タンクの容量を上回る排水タンクを設置すること。 

四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める措置 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際現に従前の規定により美容所

を開設している者に対する第二十四条第一号の規定については、昭和三十四年七月一日から適用

する。 

２ この規則施行の際現に従前の規定による届出済証の交付を受けて美容所を開設している者に対

する法第十一条第二項の届出については、第二十一条第一項及び第二項の規定による第二十二号

様式及び第二十三号様式中「確認証番号」を「届出済証番号」に、「確認年月日」を「届出済年

月日」に読み替えるものとする。 

附 則（昭和三十三年十月十四日三重県規則第七十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和三十五年四月十五日三重県規則第三十五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和三十五年七月三十日三重県規則第六十二号） 

１ この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。 
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２ この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいて交付されている証票、許可証

等は、当分の間、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみ

なす。 

３ この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいて提出されている申請書その他

の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみな

す。 

４ この規則施行前にこの規則による改正前の規則に基づいて調整した簿冊及び用紙等は、この規

則施行後においても、当分の間使用することができる。 

附 則（昭和四十四年四月二十五日三重県規則第三十二号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定により届け出た書類は、この規則によ

る改正後の規則の規定により届け出た書類とみなす。 

附 則（昭和五十五年三月二十八日三重県規則第十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十八年十二月二十八日三重県規則第五十号） 

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。 

附 則（昭和六十一年四月一日三重県規則第二十四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二年十月二十六日三重県規則第五十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成七年七月二十八日三重県規則第五十五号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の美容師法施行細則の規定に基づいて交付されている確認証又

は承認書は、改正後の美容師法施行細則の規定に基づいて交付された確認証又は承認書とみなす。 

附 則（平成八年十二月十三日三重県規則第六十七号） 

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。 

附 則（平成十年三月二十七日三重県規則第十九号） 

この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則（平成十一年三月十九日三重県規則第二十八号） 

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 
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附 則（平成十一年十二月三日三重県規則第百十五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十二年三月三十一日三重県規則第三十八号） 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美容師法施行細則の規定によりされた手続そ

の他の行為は、この規則による改正後の美容師法等の施行に必要な手続に関する規則の相当規定

によりされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成十二年六月三十日三重県規則第七十三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成十二年四月一日からこの規則の施行の日までの間に作業場を使用する権利を取得した者が

確保すべき作業場の床面積については、なお従前の例による。 

附 則（平成十三年一月五日三重県規則第五号） 

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 

附 則（平成十三年十月十九日三重県規則第八十四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十三年十二月二十五日三重県規則第九十二号） 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成十五年三月十四日三重県規則第十二号） 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成十七年三月七日三重県規則第九号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十一年三月十三日三重県規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十四年七月九日三重県規則第四十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十八年三月十八日三重県規則第十六号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年十二月十五日三重県規則第八十三号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の美容師法等の施行に必要な手続に関する規則（次項において「旧規則」

という。）第十九条第二項の規定に基づいて交付されている確認証は、この規則による改正後の

美容師法等の施行に必要な手続に関する規則第十九条の二の規定に基づいて交付された確認証と

みなす。 

３ この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 



8/18 

第１号様式から第４号様式まで 削除 

第５号様式 削除 

第６号様式から第19号様式まで 削除 

第20号様式（第19条関係） 
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第21号様式（第19条の２関係） 
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第22号様式（第20条関係） 
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第23号様式（第20条関係） 
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第23号様式の２（第20条の２関係） 
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第23号様式の３（第20条の３関係） 
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第23号様式の４（第20条の４関係） 
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第24号様式（第21条関係） 
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第25号様式（第21条関係） 

 


